
令和５年度 福祉・介護職員処遇改善加算等に計画書の提出について 
【対象：京都市を除く府内市町村に所在する障害福祉サービス等事業者】 

 

 令和４年度に福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職

員等ベースアップ等支援加算（以下「処遇改善加算等」という。）を算定している事業者で、令和５

年度も引き続き処遇改善加算等を算定する場合や、令和５年度から新たに職員の処遇改善を行い加

算を算定する場合は、令和５年度分の計画書の提出が必要となります。 

 つきましては、下記にご留意の上、必要書類を提出していただきますようお願いします。 

 

記 

 

１ 提出先（別添提出窓口一覧参照）  

事業所所在地を所管する保健所 

   ※加算体制届の提出先と同様、それぞれの窓口に提出してください。） 

※複数事業所のうち、一部が京都市内に所在する場合は、別途京都市に提出する必要があり

ます。詳細は、京都市障害保健福祉推進室ホームページ（外部リンク）を御確認願います。 

 

２ 提出書類  

（１）福祉・介護職員処遇改善計画書、福祉・介護職員等特定処遇改善計画書、福祉・介護職員等

ベースアップ等支援計画書（別紙様式２－１） 

   ※押印不要 

（２）添付書類 

   ①福祉・介護職員処遇改善計画書（施設・事業所別個表）（別紙様式２－２） 

 ②福祉・介護職員等特定処遇改善計画書（施設・事業所別個表）（別紙様式２－３） 

 ③福祉・介護職員等ベースアップ等支援計画書（施設・事業所別個表）（別紙様式２－４） 

（３）提出様式 

京都府ホームページ（外部リンク）からダウンロードしてください。 

※ 初めて加算を請求する事業所は、保健所にご連絡いただくとともに、加算届に関する様

式第５号と介護給付費用の算定に係る体制等状況一覧表も併せて提出をお願いします。 

※ 処遇改善加算等を取得する際に提出した計画書に変更があった場合には、別紙様式４の

変更に係る届出書を御提出ください。 

※ 事業の継続を図るために福祉・介護職員等の賃金を下げる特別な事情がある場合は、別

紙様式５の特別な事情に係る届出書を御提出ください。 

※ その他算定要件に関わる追加の資料の提出を依頼する場合があります。 

 

３ 提出期限等  

（１）提出期限 

令和５年４月１４日（金）消印有効 

（２）提出方法 

提出窓口への持参又は郵送  

※ 本計画書の提出に対し、京都府から受理通知等は発行いたしません。受理確認が必要

な場合は、控えと返信用封筒（切手を貼ったもの）を同封してください。 

（３）相談窓口 

株式会社 エイデル研究所 

【受付時間】平⽇１０時３０分から１６時３０分 

【電話番号】０７５－２５３－０２０１ 

https://www.city.kyoto.lg.jp/menu3/category/44-8-1-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.pref.kyoto.jp/shogaishien/syougaifukusisa-bisutouhousyuukaiteitodoke.html

